


定期健康診断基準値表

検　査　項　目 基準値
（福利課設定） 検査で判ること

胸部レントゲン検査 所見なし 主に肺と心臓の病変を調べる検査です。

血圧� mmHg
収縮期 100〜 139

脳卒中や心筋梗塞などの原因となる高血圧や、低血圧などを判定します。
拡張期 89以下

尿蛋白 －・±
腎臓は、血液中の不要物を尿中に排泄する働きがあります。正常であれば
血液中の蛋白は腎臓ですべて再吸収されます。腎臓の働きが低下すると体
に必要な蛋白が尿に漏れ出てきます。

尿糖 － 血糖値がかなり高い場合、尿に糖がもれ出てきます。糖尿病などで陽性と
なります。

尿ウロビリノーゲン ±・+ 肝臓に障害があると（肝炎や肝硬変、黄疸など）、尿のウロビリノーゲンの
排出が増加します。

尿潜血 －・± 尿に血液が出ていないか調べる検査です。尿路結石、膀胱炎、糸球体腎炎
などで陽性となります。

血色素量� g/dL
男　性 13.1 〜 16.6 赤血球の中に含まれる赤い色素で、酸素の運搬をします。この値が低いと

貧血が疑われます。女　性 12.1 〜 14.6

白血球数� /μL 3100 〜 9100 細菌などから体を守る働きをしています。炎症や感染症などで高くなります。喫煙でも高値となります。

血小板数 万/μL 10.0 〜 35.7 出血を止める役割を果たしています。この値が低いと体内で出血がおきて
いるか、血小板を作る機能が低下している可能性があります。

AST（GOT） U/L 30以下 ASTとALTは主に肝臓に多く含まれる酵素で、肝細胞が壊れると血液中
に漏れ、値が高くなります。肝炎、脂肪肝など主に肝臓病を発見する手が
かりになります。（ASTのみ高い場合は心筋梗塞等が疑われます。）ALT（GPT）　 U/L 30以下

γ-GTP　 U/L 50以下 肝臓や胆道に異常があると血液中の値が高くなります。アルコール性肝障
害を調べる指標となっています。

HDLコレステロール mg/dL 40以上 善玉コレステロールと呼ばれるものです。値が低いと、動脈硬化の危険性
が高くなります。

中性脂肪 mg/dL 30 〜 149 体内の脂肪の主な成分で、エネルギーとして利用され、余りは皮下脂肪や
内臓脂肪として蓄えられます。数値が高いと動脈硬化を進行させます。

LDLコレステロール mg/dL 139以下 悪玉コレステロールとよばれるものです。値が高いと血管壁に蓄積して動
脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞を起こす危険性を高めます。

空腹時血糖 mg/dL 70 〜 109
血液中に含まれるブドウ糖のことで、糖尿病の診断に用いられます。

随時血糖 mg/dL 139以下

HbA1c % 5.5以下 過去1〜 2ヶ月の血糖の状態を反映するため、長期間の血糖の状態を調べ
ることができます。糖尿病の判断に用いられます。

血清クレアチニン�
� mg/dL

男　性 1.00以下 たんぱく質の老廃物で、腎臓でろ過され尿中に排出されます。値が高いと、
腎臓の機能が低下していることを意味します。女　性 0.70以下

eGFR� mL/分/1.73㎡ 60.0以上 クレアチニンと同じく、腎臓の機能を調べる検査です。値が低いと腎臓の
機能が低下していることを意味します。

便潜血 － 陽性の場合、消化管の出血性の病気、大腸ポリープ、大腸がんなどが疑わ
れます。その場合は、大腸の内視鏡検査が必要となります。

※受診された人間ドックの医療機関の基準値と異なる場合があります。
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血圧
尿検査等（尿蛋白・尿糖・尿潜血）
血液一般（血色素量・白血球数・血小板数）
肝機能（AST・ALT・γ－GTP）
血中脂質（HDL コレステロール・中性脂肪・LDL コレステロール）
血糖（空腹時血糖・ヘモグロビン A1c）
心電図
腎機能（血清クレアチニン・eGFR）

診察
便潜血
胸部 X 線

福 利 課
☎○内81－2374・2375
☎504－2062

市長事務部局、行政委員会、消防局、公益的法人等に派遣されている職員の皆様へ

定期健康診断を必ず受診しましょう
6 月 16 日（木） から、定期健康診断がスタートします。職員は労働安全衛生法第 66 条第 5 項の規定によ 

り、健康診断を受けなければなりません。糖尿病や高血圧症などの生活習慣病は、重症化するまで自覚症状
がほとんどありませんので、疾病を予防するためには定期的な健診による健康管理が必要です。ぜひ、健診
結果をご自身の健康づくりに役立てましょう。

お 願 い

★�　人間ドックで代用される方は、必ず福利課が発行した個人票（ピンク）を人間ドック受診機関へ提出し
てください。提出のない場合は未受診者の扱いになりますのでご注意ください。
★�　2カ所の網掛け部分に記入をお願いします（人間ドックで代用される方も必要です。）。

裏面に問診項目があります。
この線で谷折りにして、記入欄に回答してく
ださい。

治療中・経過観察中の疾病がある人は、必ず
該当する番号を記入してください。
記入した項目と関連のある検査項目値が再検
査の場合は再検査対象外となります！

＜健康診断検査項目で異常があった場合は早めに受診しましょう＞

＜要再検査＞ ・ 後日「再検査個人票」を送付しますので、本庁舎 16 階保健室又は 8 月からの巡回再検査会場 
で受診してください。

 ・ 再検査を医療機関で受けられた場合は受診結果をご自身で記入していただき「再検査個人 
票」を福利課保健係まで返送してください。ただし、費用は自己負担になります。

＜要受診・要精査＞
 ・ 「緊急受診連絡票」「精密検査受診連絡票」を送付しますので、医療機関を受診し、受診結果 

を必ず福利課保健係まで返送してください。

要再検査・要受診 要精査
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職員共済組合
☎○内81－2367
☎504－2062

広島市職員共済組合
被扶養者人間ドックを実施します

被扶養者の方も年に一度は健診を
被扶養者の方に対して、がんや脳卒中等の生活習慣病の予防や早期発見と健康管理の意識高揚を図ることを目的

として、被扶養者人間ドックを実施します。被扶養者の方は、日頃、健診等を受ける機会も少ないと思われますの
で、是非、この機会に受診してください。
※�「特定健康診査受診券」により、既に医療機関等で特定健康診査を受診された方は、被扶養者人間ドックを受診
できませんので、ご注意ください。
※��9月以降の追加申し込みの際は、令和4年10月からの組合員の増加（被用者保険の適用拡大）により、人間ドック
等の予約が取りにくくなることが予想されます。このため、可能な限り下記の申込期間にお申し込みください。
対　象　者  　令和５年 3 月 31 日現在で満 35 歳以上の被扶養者（生年月日が昭和 63 年 4 月 1 日以前の方）

で、健診結果全てを広島市職員共済組合へ提出することに同意される方。
※�広島市職員共済組合以外の健康保険（協会けんぽ、教育委員会所属の公立学校共済組合等）
に加入されている方の被扶養者は対象となりませんのでご注意ください。

実 施 機 関  次ページ、健診機関一覧表のとおり

実 施 期 間  令和 4年 8月 1日（月）～令和 5年 3月 20 日（月）�
※健診機関別の実施曜日等は、健診機関一覧表をご覧ください。

健診内容及び一部負担金

区分 人間ドック 一般健診（簡易ドック）

健診内容

診察、問診、身体測定、腹囲測定、血圧測定、尿
検査、血液学的検査、生化学的検査、心電図検査、
胸部レントゲン検査、胃部レントゲン検査、婦人
科検診（乳がん・子宮がん検査）、便潜血検査、
腹部超音波検査、肺機能検査、眼底検査等

左記、人間ドック健診内容のうち、原則とし
て、下線のある検査がありません。

一部負担金 10,000 円 7,200 円

申 込 期 間  令和 4年 6月 1日（水）～令和 4年 6月 30 日（木）
※土曜日、日曜日など受付ができない場合がありますので御了承ください。

申 込 方 法
（1 ）健診機関一覧表を見て、受診を希望する健診機関に直接、電話でお申し込みください。
　�　その際、手元に「組合員被扶養者証」（保険証）を置いてから、「広島市職員共済組合の被扶養者人間ドックの
申込です。」と申し出てください。申し出がない場合、全額自己負担になります。

（2 ）電話をかけると、健診機関が①～③の内容をお聞きしますのでご回答ください。
　①組合員（被扶養者）証の記号（「21」、「31」、「215」、「219」）・番号（7 桁の番号）、組合員の氏名
　②健診内容（人間ドック又は一般健診）、乳がん検査の内容（マンモグラフィ、超音波の選択）、受診希望日
　③受診者の氏名、性別、生年月日、年齢、受診セット送付先住所、自宅電話番号

（3 ）受診が決定しましたら、共済組合から受診決定通知、健診機関から受診セットを送付します。
（4 ）受診当日は、受診決定通知、受診セット、一部負担金、及び「組合員被扶養者証」（保険証）を持参して健診

機関で受診してください。

特定健康診査・特定保健指導
40 歳から 75 歳の年齢に達するまでの被扶養者の方は、人間ドックまたは一般健診を受診することにより、「特

定健康診査」を受診したことになります。
受診の結果、特定保健指導の対象となった方については、特定保健指導を利用していただくことになります。
次ページの健診機関一覧表の「特定保健指導の実施」欄に◎がある健診機関で人間ドックまたは一般健診を受診

された場合は、引き続き、同じ健診機関で特定保健指導をご利用ください。「特定保健指導の実施」欄に◎がある
健診機関で特定保健指導を利用されなかった場合や、×がある健診機関で人間ドックを受診された場合は、共済組
合から後日改めて利用案内をお送りします。
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会員専用サイト新規ログインキャンペーン実施中！
初めて会員専用サイトにログインしていただいた方を対象に、プレゼントキャンペーンを実施しています。新しく会員
になられた方やまだログインしたことのない会員の皆様、この機会にパスワードを登録してえらべる倶楽部を活用して
みませんか！

対象期間

応募方法

ログイン方法

プレゼント
商品

令和4年5月1日～6月30日

商品券5,000円分を30名様にプレゼント‼
プレゼントは抽選になります。当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

パソコン、スマートフォンから、「えらべる倶楽部」会員専用サイ
トにログインしていただくだけで応募は完了します。

会員専用サイトのログイン方法については、利用ガイド５ページを
参照していただき、手続をお願いいたします。新規ログインに必要
な仮パスワードは利用ガイド４ページを参照ください。

健康増進・リフレッシュ補助券
「人間ドック実施医療機関」でも利用できます！

令和 4 年度から「健康増進・リフレッシュ補助券」の利用対象施設に、人間ドック実施医療機関の「吉島病院」と「ＪＲ
広島病院」を追加しました。これにより次の 23 施設でご利用いただけます。
種別 施　設　名 所　在　地 利用ルール

人
間
ド
ッ
ク

中電病院 中区大手町3-4-27

①年度内一度の受診に限り2枚まで利用可
（節目健診などで自己負担がない場合は利
用不可）

②本人利用に限ります。 
（被扶養者などは利用不可）

③事業主、職員共済組合又は公立学校共済
組合が実施する「人間ドック」に限ります。

（「脳ドック」や「婦人科検診」、「オプション
検査」などは利用不可）

④補助券の利用（支払い）は、人間ドック受
診当日に限ります。

広島中央健診所 中区八丁堀10-10
広島原爆障害対策協議会
健康管理・増進センター 中区千田町3-8-6

広島生活習慣病・がん健診センター 中区幟町13-4 広島マツダビル4・5階
グランドタワーメディカルコート
ライフケアクリニック

中区上八丁堀4-1
アーバンビューグランドタワー 4階

東部健診センター 安芸区船越南3-24-27
マツダ病院 安芸郡府中町青崎南2-15
総合健診センター

（公益財団法人広島県地域保健医療推進機構） 南区皆実町1-6-29

広島市立北部医療センター安佐市民病院 安佐北区亀山南1-2-1
健康倶楽部 中区大手町3-7-5
広島県環境保健協会 中区広瀬北町9-1
アルパーク検診クリニック 西区草津新町2-26-1
長崎病院ヘルスケアセンター 西区横川新町3-11
西広島リハビリテーション病院 佐伯区三宅6-265
広島逓信病院 中区東白島町19-16
国家公務員共済組合連合会吉島病院 中区吉島東3-2-33
ＪＲ広島病院 東区二葉の里3-1-36
広島赤十字・原爆病院 中区千田町1-9-6
市立三次中央病院 三次市東酒屋町10531
日本鋼管福山病院 福山市大門町津之下1844
東広島記念病院 東広島市西条町吉行2214
広島生活習慣病・がん健診センター大野 廿日市市大野早時3406-5
村上記念病院 尾道市新浜1-14-26
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職員共済組合
☎○内81－2367
☎504－2062

広島市職員共済組合
被扶養者人間ドックを実施します

被扶養者の方も年に一度は健診を
被扶養者の方に対して、がんや脳卒中等の生活習慣病の予防や早期発見と健康管理の意識高揚を図ることを目的

として、被扶養者人間ドックを実施します。被扶養者の方は、日頃、健診等を受ける機会も少ないと思われますの
で、是非、この機会に受診してください。
※�「特定健康診査受診券」により、既に医療機関等で特定健康診査を受診された方は、被扶養者人間ドックを受診
できませんので、ご注意ください。
※��9月以降の追加申し込みの際は、令和4年10月からの組合員の増加（被用者保険の適用拡大）により、人間ドック
等の予約が取りにくくなることが予想されます。このため、可能な限り下記の申込期間にお申し込みください。
対　象　者  　令和５年 3 月 31 日現在で満 35 歳以上の被扶養者（生年月日が昭和 63 年 4 月 1 日以前の方）

で、健診結果全てを広島市職員共済組合へ提出することに同意される方。
※�広島市職員共済組合以外の健康保険（協会けんぽ、教育委員会所属の公立学校共済組合等）
に加入されている方の被扶養者は対象となりませんのでご注意ください。

実 施 機 関  次ページ、健診機関一覧表のとおり

実 施 期 間  令和 4年 8月 1日（月）～令和 5年 3月 20 日（月）�
※健診機関別の実施曜日等は、健診機関一覧表をご覧ください。

健診内容及び一部負担金

区分 人間ドック 一般健診（簡易ドック）

健診内容

診察、問診、身体測定、腹囲測定、血圧測定、尿
検査、血液学的検査、生化学的検査、心電図検査、
胸部レントゲン検査、胃部レントゲン検査、婦人
科検診（乳がん・子宮がん検査）、便潜血検査、
腹部超音波検査、肺機能検査、眼底検査等

左記、人間ドック健診内容のうち、原則とし
て、下線のある検査がありません。

一部負担金 10,000 円 7,200 円

申 込 期 間  令和 4年 6月 1日（水）～令和 4年 6月 30 日（木）
※土曜日、日曜日など受付ができない場合がありますので御了承ください。

申 込 方 法
（1 ）健診機関一覧表を見て、受診を希望する健診機関に直接、電話でお申し込みください。
　�　その際、手元に「組合員被扶養者証」（保険証）を置いてから、「広島市職員共済組合の被扶養者人間ドックの
申込です。」と申し出てください。申し出がない場合、全額自己負担になります。

（2 ）電話をかけると、健診機関が①～③の内容をお聞きしますのでご回答ください。
　①組合員（被扶養者）証の記号（「21」、「31」、「215」、「219」）・番号（7 桁の番号）、組合員の氏名
　②健診内容（人間ドック又は一般健診）、乳がん検査の内容（マンモグラフィ、超音波の選択）、受診希望日
　③受診者の氏名、性別、生年月日、年齢、受診セット送付先住所、自宅電話番号

（3 ）受診が決定しましたら、共済組合から受診決定通知、健診機関から受診セットを送付します。
（4 ）受診当日は、受診決定通知、受診セット、一部負担金、及び「組合員被扶養者証」（保険証）を持参して健診

機関で受診してください。

特定健康診査・特定保健指導
40 歳から 75 歳の年齢に達するまでの被扶養者の方は、人間ドックまたは一般健診を受診することにより、「特

定健康診査」を受診したことになります。
受診の結果、特定保健指導の対象となった方については、特定保健指導を利用していただくことになります。
次ページの健診機関一覧表の「特定保健指導の実施」欄に◎がある健診機関で人間ドックまたは一般健診を受診

された場合は、引き続き、同じ健診機関で特定保健指導をご利用ください。「特定保健指導の実施」欄に◎がある
健診機関で特定保健指導を利用されなかった場合や、×がある健診機関で人間ドックを受診された場合は、共済組
合から後日改めて利用案内をお送りします。
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会員専用サイト新規ログインキャンペーン実施中！
初めて会員専用サイトにログインしていただいた方を対象に、プレゼントキャンペーンを実施しています。新しく会員
になられた方やまだログインしたことのない会員の皆様、この機会にパスワードを登録してえらべる倶楽部を活用して
みませんか！

対象期間

応募方法

ログイン方法

プレゼント
商品

令和4年5月1日～6月30日

商品券5,000円分を30名様にプレゼント‼
プレゼントは抽選になります。当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

パソコン、スマートフォンから、「えらべる倶楽部」会員専用サイ
トにログインしていただくだけで応募は完了します。

会員専用サイトのログイン方法については、利用ガイド５ページを
参照していただき、手続をお願いいたします。新規ログインに必要
な仮パスワードは利用ガイド４ページを参照ください。

健康増進・リフレッシュ補助券
「人間ドック実施医療機関」でも利用できます！

令和 4 年度から「健康増進・リフレッシュ補助券」の利用対象施設に、人間ドック実施医療機関の「吉島病院」と「ＪＲ
広島病院」を追加しました。これにより次の 23 施設でご利用いただけます。
種別 施　設　名 所　在　地 利用ルール

人
間
ド
ッ
ク

中電病院 中区大手町3-4-27

①年度内一度の受診に限り2枚まで利用可
（節目健診などで自己負担がない場合は利
用不可）

②本人利用に限ります。 
（被扶養者などは利用不可）

③事業主、職員共済組合又は公立学校共済
組合が実施する「人間ドック」に限ります。

（「脳ドック」や「婦人科検診」、「オプション
検査」などは利用不可）

④補助券の利用（支払い）は、人間ドック受
診当日に限ります。

広島中央健診所 中区八丁堀10-10
広島原爆障害対策協議会
健康管理・増進センター 中区千田町3-8-6

広島生活習慣病・がん健診センター 中区幟町13-4 広島マツダビル4・5階
グランドタワーメディカルコート
ライフケアクリニック

中区上八丁堀4-1
アーバンビューグランドタワー 4階

東部健診センター 安芸区船越南3-24-27
マツダ病院 安芸郡府中町青崎南2-15
総合健診センター

（公益財団法人広島県地域保健医療推進機構） 南区皆実町1-6-29

広島市立北部医療センター安佐市民病院 安佐北区亀山南1-2-1
健康倶楽部 中区大手町3-7-5
広島県環境保健協会 中区広瀬北町9-1
アルパーク検診クリニック 西区草津新町2-26-1
長崎病院ヘルスケアセンター 西区横川新町3-11
西広島リハビリテーション病院 佐伯区三宅6-265
広島逓信病院 中区東白島町19-16
国家公務員共済組合連合会吉島病院 中区吉島東3-2-33
ＪＲ広島病院 東区二葉の里3-1-36
広島赤十字・原爆病院 中区千田町1-9-6
市立三次中央病院 三次市東酒屋町10531
日本鋼管福山病院 福山市大門町津之下1844
東広島記念病院 東広島市西条町吉行2214
広島生活習慣病・がん健診センター大野 廿日市市大野早時3406-5
村上記念病院 尾道市新浜1-14-26
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職員共済組合
☎○内81－2367
☎504－2062

被扶養者の更新手続き

広島市職員共済組合では、今年度中に新規認定された者、75 歳に到達する者又は配偶者扶養手当を受
給している者を除き、今年度末に満 23 歳以上となる被扶養者について、現在の扶養状況を確認する必
要があります。

上記に該当する被扶養者を引き続き扶養する場合、扶養更新の手続きが必要となります。6 月以降様
式について各所属へ通知させて頂きますので、該当する組合員は「被扶養者申告書」に下記の書類を添
付の上、給与担当課（市長事務部局の場合は給与課）を経由し当共済組合へ提出してください。

なお、被扶養者としての要件を欠く場合は、必ず扶養取消の手続きを行ってください。

被扶養者の状況 添付書類（申立書・同意書以外の書類は写しでも可）

大学等に在学しており、無収入の場合
在学証明書（令和4年4月1日以降の証明日であること）
※在学証明の添付ができない場合や、在学中で収入の
ある場合は下の①～④の書類を提出

上記以外の者の場合
（収入基準を超えないとき）

〈収入基準〉年間 130 万円未満
障害年金受給者又は 60 歳以上で公的年金等
受給者…年間 180 万円未満

収入には、所得税法に基づく非課税所
得とされている障害及び遺族の年金や通
勤手当非課税部分も含まれます。

①　申立書（所定の様式に組合員が扶養理由や被扶養
者の収入状況を記入する）

②　市区町村長が発行した令和 4年度（令和 3年分）
市民税・県民税課税台帳記載事項証明書

　　または共済組合が送付する同意書（マイナンバー
を利用した情報連携により、広島市職員共済組合が
被扶養者の地方税関係情報を取得することを被扶養
者本人が同意するもの）

　※ 自営業等の場合は確定申告書の控えと収支内訳書
等、必要経費のわかるものも提出

③　②以外に遺族及び障害の年金、傷病手当金等の収
入がある場合は、年金通知や明細等の直近の収入が
分かるもの

④　被扶養者が別居の父母・兄弟姉妹の場合は、一年
間の仕送りを確認できるもの（通帳や振込明細等の
写し）

※　扶養状況の確認のため、上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
※　当共済組合では、被扶養者として認定された方の現状を、随時、調査させていただくことがあります。

被扶養者の収入が、収入基準を超えたとき、または、超えそうなときは速やかに届出をしてください。
※　様式、届出例等につきましては、【庁内 LAN トップページ→各種ホームページ等「庁内 WEB」→

各課のホームページ「人事部福利課」→ 3　申請様式、ガイド等「共済組合」→ 2　被扶養者】に掲
載しておりますので、ご利用ください。
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令和4年度　健診機関一覧表（被扶養者人間ドック等）

健　診　機　関 所　　　在　　　地 実　　　施　　　日
健診内容 乳がん検査内容

特定保健 
指導の実施人間

ドック
一般
健診

マンモ
グラフィ 超音波

中電病院 中区大手町三丁目4番27号
 ℡（0120）101-773 月～金 ○ ○ ○ × ×

広島中央健診所 中区八丁堀10番10号
 ℡（082）228-1177 月～金 ○ ○ ○ ○ ◎

広島原爆障害対策協議会健康管理・
増進センター

中区千田町三丁目8番6号
 ℡（082）243-9601

男性　月～金
女性　月・水・金 ○ ○ ○ ○ ◎

中島土谷クリニック 中区中島町6番1号
 ℡（082）542-7272

男性　水・金
女性　月・火・木 ○ ○ ○ 〇 ◎

広島生活習慣病・がん健診センター 中区幟町13-4広島マツダビル4F
 ℡（082）224-6661 月～土 ○ ○ ○ ○ ◎

グランドタワーメディカルコート
ライフケアクリニック

中区上八丁掘4番1号　4F
 ℡（082）227-3366

男性　月・水・金
女性　火・水・木 ○ × ○ ○ ◎

福島生協病院 西区福島町一丁目24番7号
 ℡（082）292-3215

男性　月～金
女性　月・金 ○ ○ ○ ○ ◎

広島共立病院 安佐南区中須二丁目20番20号
 ℡（082）879-1223 月～金　第1・3・5土 ○ ○ ○ × ◎

東部健診センター 安芸区船越南三丁目24番27号
 ℡（082）823-3333

男性　月～土
女性　月・火・木・金 ○ ○ ○ × ×

マツダ病院 安芸郡府中町青崎南2番15号
 ℡（082）565-5050

男性　月・火・水・第3・4金
女性　木・第1・2金 ○ ○ ○ × ◎

済生会広島病院 安芸郡坂町北新地二丁目3番10号
 ℡（082）820-1870 月～金 ○ × ○ × ◎

メディックス広島健診センター
（広島県集団検診協会）

中区大手町一丁目5番17号
 ℡（082）248-4115

月～金
土　ホームページ要確認 ○ × ○ ○ ◎

JA広島総合病院 廿日市市地御前一丁目3番3号
 ℡（0829）36-3111 月～金 ○ × ○ × ◎

総合健診センター
（広島県地域保健医療推進機構）

南区皆実町一丁目6番29号
 ℡（082）254-7146

男性　月～水・金・土
女性　月～金・土（HP要確認） ○ ○ ○ ○ ◎

健康倶楽部 中区大手町三丁目7番5号
 ℡（082）249-7011 月～金 ○ ○ ○ ○ ◎

おおうち総合健診所 中区大手町三丁目6番12号
 ℡（082）542-5810

男性　月～土
女性　月～金 ○ ○ ○ × ×

河村内科消化器クリニック 中区大手町一丁目6番1号
 ℡（082）247-4881 月～金 ○ ○ ○ ○ ×

広島県環境保健協会 中区広瀬北町9番1号
 ℡（082）232-4857 月～金 ○ ○ ○ ○ ◎

アルパーク検診クリニック 西区草津新町二丁目26番1号
 ℡（082）501-1115 月～土 ○ ○ ○ ○ ◎

長崎病院 西区横川新町3番11号
 ℡（082）208-5791

男性　月～土
女性　月～金 ○ ○ ○ ○ ◎

西広島リハビリテーション病院 佐伯区三宅六丁目265番地
 ℡（082）924-1116

男性　月～土
女性　月・水・金 ○ ○ ○ ○ ◎

メディックス広島エキキタ健診センター
（広島県集団検診協会）

東区二葉の里三丁目5番7号グラノード広島2階
 ℡（082）258-4127

月～金
土　ホームページ要確認 ○ × ○ ○ ◎

広島逓信病院 中区東白島町19番16号
 ℡（082）224-5355 月～金 ○ ○ ○ ○ ×

吉島病院 中区吉島東三丁目2番33号
 ℡（082）241-2164 月～金 〇 × 〇 × ×

JR広島病院 東区二葉の里三丁目1番36号
 ℡（082）262-1400 月～金 〇 〇 〇 × ×

東広島記念病院健診センター 東広島市西条町吉行2214
 ℡（082）423-6662 月～土 〇 〇 〇 〇 ◎

★　特定保健指導の実施欄： ◎特定保健指導が原則として健診当日又は、分割実施になる健診機関 
×特定保健指導が実施不可能な健診機関

★　 胃部検査は原則X線撮影です。胃カメラをご希望の場合は申込時にその旨を申し出てください。受診日当日の変更はできません。
別途自己負担が必要となる場合もありますので、各健診機関にご確認ください。

★　 乳がん検査は、マンモグラフィ又は超音波が選択できる場合は、申込の際に希望の検査をお伝えください（一部健診機関を除く）。
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職員共済組合
☎○内81－2367
☎504－2062

被扶養者の更新手続き

広島市職員共済組合では、今年度中に新規認定された者、75 歳に到達する者又は配偶者扶養手当を受
給している者を除き、今年度末に満 23 歳以上となる被扶養者について、現在の扶養状況を確認する必
要があります。

上記に該当する被扶養者を引き続き扶養する場合、扶養更新の手続きが必要となります。6 月以降様
式について各所属へ通知させて頂きますので、該当する組合員は「被扶養者申告書」に下記の書類を添
付の上、給与担当課（市長事務部局の場合は給与課）を経由し当共済組合へ提出してください。

なお、被扶養者としての要件を欠く場合は、必ず扶養取消の手続きを行ってください。

被扶養者の状況 添付書類（申立書・同意書以外の書類は写しでも可）

大学等に在学しており、無収入の場合
在学証明書（令和4年4月1日以降の証明日であること）
※在学証明の添付ができない場合や、在学中で収入の
ある場合は下の①～④の書類を提出

上記以外の者の場合
（収入基準を超えないとき）

〈収入基準〉年間 130 万円未満
障害年金受給者又は 60 歳以上で公的年金等
受給者…年間 180 万円未満

収入には、所得税法に基づく非課税所
得とされている障害及び遺族の年金や通
勤手当非課税部分も含まれます。

①　申立書（所定の様式に組合員が扶養理由や被扶養
者の収入状況を記入する）

②　市区町村長が発行した令和 4年度（令和 3年分）
市民税・県民税課税台帳記載事項証明書

　　または共済組合が送付する同意書（マイナンバー
を利用した情報連携により、広島市職員共済組合が
被扶養者の地方税関係情報を取得することを被扶養
者本人が同意するもの）

　※ 自営業等の場合は確定申告書の控えと収支内訳書
等、必要経費のわかるものも提出

③　②以外に遺族及び障害の年金、傷病手当金等の収
入がある場合は、年金通知や明細等の直近の収入が
分かるもの

④　被扶養者が別居の父母・兄弟姉妹の場合は、一年
間の仕送りを確認できるもの（通帳や振込明細等の
写し）

※　扶養状況の確認のため、上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
※　当共済組合では、被扶養者として認定された方の現状を、随時、調査させていただくことがあります。

被扶養者の収入が、収入基準を超えたとき、または、超えそうなときは速やかに届出をしてください。
※　様式、届出例等につきましては、【庁内 LAN トップページ→各種ホームページ等「庁内 WEB」→

各課のホームページ「人事部福利課」→ 3　申請様式、ガイド等「共済組合」→ 2　被扶養者】に掲
載しておりますので、ご利用ください。
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令和4年度　健診機関一覧表（被扶養者人間ドック等）

健　診　機　関 所　　　在　　　地 実　　　施　　　日
健診内容 乳がん検査内容

特定保健 
指導の実施人間

ドック
一般
健診

マンモ
グラフィ 超音波

中電病院 中区大手町三丁目4番27号
 ℡（0120）101-773 月～金 ○ ○ ○ × ×

広島中央健診所 中区八丁堀10番10号
 ℡（082）228-1177 月～金 ○ ○ ○ ○ ◎

広島原爆障害対策協議会健康管理・
増進センター

中区千田町三丁目8番6号
 ℡（082）243-9601

男性　月～金
女性　月・水・金 ○ ○ ○ ○ ◎

中島土谷クリニック 中区中島町6番1号
 ℡（082）542-7272

男性　水・金
女性　月・火・木 ○ ○ ○ 〇 ◎

広島生活習慣病・がん健診センター 中区幟町13-4広島マツダビル4F
 ℡（082）224-6661 月～土 ○ ○ ○ ○ ◎

グランドタワーメディカルコート
ライフケアクリニック

中区上八丁掘4番1号　4F
 ℡（082）227-3366

男性　月・水・金
女性　火・水・木 ○ × ○ ○ ◎

福島生協病院 西区福島町一丁目24番7号
 ℡（082）292-3215

男性　月～金
女性　月・金 ○ ○ ○ ○ ◎

広島共立病院 安佐南区中須二丁目20番20号
 ℡（082）879-1223 月～金　第1・3・5土 ○ ○ ○ × ◎

東部健診センター 安芸区船越南三丁目24番27号
 ℡（082）823-3333

男性　月～土
女性　月・火・木・金 ○ ○ ○ × ×

マツダ病院 安芸郡府中町青崎南2番15号
 ℡（082）565-5050

男性　月・火・水・第3・4金
女性　木・第1・2金 ○ ○ ○ × ◎

済生会広島病院 安芸郡坂町北新地二丁目3番10号
 ℡（082）820-1870 月～金 ○ × ○ × ◎

メディックス広島健診センター
（広島県集団検診協会）

中区大手町一丁目5番17号
 ℡（082）248-4115

月～金
土　ホームページ要確認 ○ × ○ ○ ◎

JA広島総合病院 廿日市市地御前一丁目3番3号
 ℡（0829）36-3111 月～金 ○ × ○ × ◎

総合健診センター
（広島県地域保健医療推進機構）

南区皆実町一丁目6番29号
 ℡（082）254-7146

男性　月～水・金・土
女性　月～金・土（HP要確認） ○ ○ ○ ○ ◎

健康倶楽部 中区大手町三丁目7番5号
 ℡（082）249-7011 月～金 ○ ○ ○ ○ ◎

おおうち総合健診所 中区大手町三丁目6番12号
 ℡（082）542-5810

男性　月～土
女性　月～金 ○ ○ ○ × ×

河村内科消化器クリニック 中区大手町一丁目6番1号
 ℡（082）247-4881 月～金 ○ ○ ○ ○ ×

広島県環境保健協会 中区広瀬北町9番1号
 ℡（082）232-4857 月～金 ○ ○ ○ ○ ◎

アルパーク検診クリニック 西区草津新町二丁目26番1号
 ℡（082）501-1115 月～土 ○ ○ ○ ○ ◎

長崎病院 西区横川新町3番11号
 ℡（082）208-5791

男性　月～土
女性　月～金 ○ ○ ○ ○ ◎

西広島リハビリテーション病院 佐伯区三宅六丁目265番地
 ℡（082）924-1116

男性　月～土
女性　月・水・金 ○ ○ ○ ○ ◎

メディックス広島エキキタ健診センター
（広島県集団検診協会）

東区二葉の里三丁目5番7号グラノード広島2階
 ℡（082）258-4127

月～金
土　ホームページ要確認 ○ × ○ ○ ◎

広島逓信病院 中区東白島町19番16号
 ℡（082）224-5355 月～金 ○ ○ ○ ○ ×

吉島病院 中区吉島東三丁目2番33号
 ℡（082）241-2164 月～金 〇 × 〇 × ×

JR広島病院 東区二葉の里三丁目1番36号
 ℡（082）262-1400 月～金 〇 〇 〇 × ×

東広島記念病院健診センター 東広島市西条町吉行2214
 ℡（082）423-6662 月～土 〇 〇 〇 〇 ◎

★　特定保健指導の実施欄： ◎特定保健指導が原則として健診当日又は、分割実施になる健診機関 
×特定保健指導が実施不可能な健診機関

★　 胃部検査は原則X線撮影です。胃カメラをご希望の場合は申込時にその旨を申し出てください。受診日当日の変更はできません。
別途自己負担が必要となる場合もありますので、各健診機関にご確認ください。

★　 乳がん検査は、マンモグラフィ又は超音波が選択できる場合は、申込の際に希望の検査をお伝えください（一部健診機関を除く）。
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①

②

③

⑤

④

職員共済組合
☎○内81－2363・2364
☎504－2061

地共済年金情報Webサイトで
年金加入期間等の確認ができます

地共済年金情報Web サイトは、組合員や組合員であった方（※1）に年金制度へのご理解を深め、ご自身
の将来の年金について意識していただくことを目的として、年金加入履歴や年金見込額、年金払い退職給付
に係る給付算定基礎額などについてお知らせしているものです。

◆閲覧までのおおまかな流れ

※1　すでに当組合の老齢厚生（退職共済）年金の受給権が発生している場合は、利用できません。
※2　住所や名前を変更された方で、共済組合に異動の届出をされていない方は閲覧ができませんので、変更の手続をお願
いします。

※3　地共済の加入期間のみとなります。
※4　年金見込額は、確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベースに、法律で定められた年齢での年金受給額等を試算
しているため、実際の金額と異なります。

地共済年金情報 Web サイトにアクセス
https:/ /www.chikyosai-nenkin-web.jp/

ご利用申込み（※2）
（基礎年金番号・氏名 •生年月日・パスワード等を入力）

受　付

ログイン

ユーザ ID通知書の受領

全国市町村職員共済組合連合会のホームページか
らもアクセスできます。

閲覧の際に必要となる「ユーザ ID」を記載した
「ユーザ ID通知書」を郵送しますので、大切に保
管してください。

ユーザ ID通知書でお知らせした「ユーザ ID」と
ご利用申込み時に登録しました「パスワード」を
入力し、ログインしてください。

（数週間程度）
共済組合からお申込み内容の確認のため、ご連絡
をさせていただくことがあります。

●相談窓口（Webサイト用）
　全国市町村職員共済組合連合会　年金部年金企画課
　☎ 0 3 － 5 2 1 0 － 4 6 0 9（9 時～ 17 時（土・日・祝日を除く））

◆閲覧できる内容

年金加入履歴・加入期間照会（※3）

年金の加入履歴・加入期間を一覧
形式で確認することができます。

標準報酬月額等照会

標準報酬月額・標準賞与額を確
認することができます。

給付算定基礎額残高履歴照会

給付算定基礎額の残高履歴を確
認することができます。

年金見込額照会（※4）

将来受けとる年金見込額を確認
することができます。

保険料納付済額照会

前年度の保険料納付済額を確認
することができます。
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①

②

③

⑤

④

職員共済組合
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☎504－2061
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禁煙には良いことが
いっぱい！

　共済組合に「産業マッサージ利用券交付申請書」を提出し、「産業マッサージ利用券」の交付を受けて

ください。 

※今年度分の交付申請期限は令和 5年 2月 28 日（火）【必着】です。また、利用券は令和 5年 3月 31 日（金）

までに使用してください。令和５年 4月 1日以降は使用できません。 

※利用券を発行するまでに 7~10 日間程度を要します。 

※交付申請書の様式は、庁内 WEB→福利課ホームページの申請様式集から印刷し、必要に応じてコピー

してご使用ください。

（ただし、2枚以上申請される場合は 1枚ずつ御記入いただくか氏名欄に押印してください。） 

庁内 LAN環境のない職場の方は、共済組合までご連絡ください。用紙を送付します。 

　「産業マッサージ利用券」の裏面に「利用可能施術所一覧表」を記載していますので、その中から施術

所を選び、マッサージを受けてください。

※産業マッサージ利用券は共済組合が利用券の使用について契約を締結した 35 の施術所 ( 広島市、安芸郡

府中町及び熊野町 ) で使用できます。

　

　利用券の所定の欄に、利用料金・利用者負担金・共済負担金・利用日・施術所名を必ず組合員自身が記載し、

署名のうえ、本人負担金を添えて、利用券を施術所にお渡しください。

　共済組合では、日常生活により生じる疲労を取り除くことを目的とした「産業マッサージ」の利用料金を

助成しています。まだ、この助成を受けられたことのない組合員の方は、この機会に積極的にご活用ください。 

　なお、共済組合の組合員資格を有しない互助会の会員についても助成の対象になります。

産業マッサージ利用助成 ☎○内81-2372
☎504-2062

職員共済組合
互　助　会

対　象　者

助 成 回 数

助　成　額

年度内 4回を限度とします

利用料金の 7割（ただし、1回当たり 2,100 円を限度とします。）

利　用　方　法 

①　利用券の交付

②　産業マッサージの利用

③　利用券への記載及び本人負担金の支払い 

広島市職員共済組合の組合員及び互助会の会員（年齢制限はありません。）
（被扶養者及び家族の方は対象外です。また、公立学校共済組合の組合員で、かつ広島市職
員互助会の会員でない方も対象外です。）

11
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　ココロをラクにするコツ－自分の考え方のクセを知ろう　　ココロをラクにするコツ－自分の考え方のクセを知ろう　

一つうまくいかないと、
「自分は
　　やっぱりだめだ」
　　　　　　と考える。

　人の考え・行動にはその人なりのパターンがあり、仕事のやり方や人間関係に影響を与えています。自
分では「当たり前」と思っているいつもの考え方や行動が、ストレスを溜める要因となることもあります。
　 考え方のクセがあっても、一呼吸おいてみると切り替えられることがありますので、忙しい中でも、
考え方を柔らかく持つよう心がけてみましょう。

こんなクセはありませんか？ 考え方を切り替えてみよう！

＜一事が万事の考え方＞ うまくいかなかったところも
あったけど、ここまで
できた。
次は、失敗を生かして
やっていこう。

仕事に集中してい
て、挨拶が聞こえ
なかったのかも？
後で、また声をか
けて みよう。

基本はこういうやり方だけど、
違うやり方を
考えてみるのも
良いかも知れない。

「批判的なことを言わ
れたが、自分のためを
思って言ってくれたの
かも知れない。」と
「グレー」や「△」の
考え方にしてみる。

挨拶をしても、返して
もらえなかったら、
「無視された、
　　嫌われている」
　　　　と思いこむ。

＜自分へ関連づける考え方＞

「仕事ではこうすべき」と
自分の考えに固まり、
そうでないと
イライラする。

＜～すべき、という考え方＞

信頼していた同僚から、
批判的な発言を受け、
その後、信頼できない人
「×」と思いこむ。

＜物事を白か黒や
〇か×で決める考え方＞

　毎月25日のメンタルヘルス推進日には、ご自身の心身の健康状態を振り返りつつ、セルフケアを心がけましょう。　　
メンタルヘルス推進日には、庁内 LAN 掲示板等を通じて各種相談窓口等（本誌にも掲載）の情報発信を行います。

ニコニコ（2525）過ごそう！
毎月25日はメンタルヘルス推進日 ^^ ☎○内81-2365·2374·2375

☎504-2062

福　利　課

禁煙には良いことが
いっぱい！

16

香
げ
料

せ
ん
別

永
年
会
員
祝
金

職 

員

職

　
　員

非
常
勤

永
年
会
員
慰
労
旅
行
券

職

　員

非
常
勤

　給付発生通知書に入力又は記入の上、所属長に給付要件や申請内容を確認してもらい、互助会に提出してください。      
　※　請求期限は、給付要件の発生した日から２年以内です。      
　給付発生通知書は、互助会公式Webサイト又は庁内 LANに掲載しています。 

会員の慶弔等に対する互助会
給付のお知らせ ☎○内81-2358

☎504-2063

互　助　会

　互助会では、会員の慶弔等に対して、各種給付を行っています。
●給付の内容
〇申請が必要な給付　　事由が発生してから２年以内に申請してください 

〇申請不要の給付　　登録情報により給付されます

給付の種類 給付金額（円） 給　付　要　件

給付の種類 給付金額（円） 給　付　要　件

結婚・パートナーシップ
出 産
入 学
卒 業
療 養 見 舞 金

会員が結婚（入籍）又はパートナーシップ宣誓をしたとき    
会員又はその配偶者が出産したとき     
会員の子が小学校又は中学校に入学したとき     
会員の子が中学校を卒業したとき     
会員が負傷又は疾病により、引き続き１か月を超えて療養のため勤務できないとき 
会員が死亡したとき     

会員の配偶者、父母、子が死亡したとき

育児休業見舞金

会 員
配 偶 者
父 母
　 子 　

70,000
27,000
25,000
25,000
50,000
100,000

30,000

60,000
45,000
33,000
27,000
40,000
29,000
21,000

50,000

３０年以上
２０年以上
１５年以上
１０年以上
２０年以上
１５年以上
１０年以上

会員が育児休業の承認を受け、６月又は１２月の期末・勤勉手当が支給されないとき
※育児休業に係る子が１歳に達するまでの育児休業中に限ります。
※非常勤職員の方は対象外です。

職員の会員期間が１０年に達したとき

　詳しくは、下記Web サイト内の 「福利厚生制度の紹介」 ➡ 「福利厚生の手引き」を御確認ください。

・互助会公式Webサイト（https://hgojokai.or.jp）         
　「福利厚生制度の紹介」 ➡ 「福利厚生の手引き」 ➡ 「申請書類【給付発生通知書】」         
         
・庁内LAN　         
　全庁資料室 ➡ ０６ 職員福利厚生関係 ➡ ０５_互助会 申請様式集（給付発生通知書ほか） ➡ 給付発生通知書

●請求方法 

令和４年４月　現在

１０年 15,000

13,000

36,000

54,000

２０年

２０年

3０年

非常勤職員の会員期間が２０年に達したとき 

①職員の会員期間が２０年になった年度の翌年度
②会員期間１０年以上の職員が５０歳になった年度
③５０歳以上の職員の会員期間が１０年になった年度の翌年度
※①②③のうち１回支給されます。
①職員の会員期間が３０年を迎えた年度の翌年度
②会員期間１０年以上の職員が定年に達する年度の２年前の年度
※①②のうち１回支給されます

会員期間が１０年以上の会員が退職したとき
※定年退職の職員の方は申請が不要です。非常勤職員の方及び定年退職以外
の方は、申請後の給付になりますので申請してください。
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　「職場の人間関係が上手くいかない」
「家庭の悩み事で仕事に集中できない」
などの悩みについて、相談員が親身に
なって相談にのります。
　本人、家族、同僚などどなたからの相
談でも結構です。ご希望に応じて、カウ
ンセラーとの対面相談の日時を決定し
ます。
【相談受付】
　月～金曜日
　午前 10時～午後 3時 30分
（相談は午後 4 時まで行います。時間
外は留守番電話になっています。）

なやみごと相談　健康相談室　
　「急病」の時や「今すぐ相談したい」時、
年中無休で 24 時間対応の電話健康相
談（通話料無料）をご利用ください。
専門のスタッフが即時相談に応じます。
（携帯電話からの相談も可能です。）
【職員共済組合員の方】
　下記のフリーダイヤルにおかけいただ
き、電話がつながりましたら、「職員共済組
合員」又は「職員共済組合員の被扶養
者」であることを伝え、ご相談ください。
　フリーダイヤル　0120–151–003
【上記以外の広島市職員の方】
　下記のフリーダイヤルにおかけいただ
き、電話がつながりましたら、「広島市職員」
又は「広島市職員の被扶養者」であること
を伝え、ご相談ください。
　フリーダイヤル　0120–151–922

　障害者である職員の合理的配慮につ
いての相談を人事課で受け付けています。
【電話番号】
　082-504-2050（内線 2395）
【電子メールアドレス（専用）】
　hairyo-soudan@city.hiroshima.lg.jp
【相談方法】電話、電子メール、面接等

　働きやすい職場環境を実現するために
は、勇気を出して相談するなど行動するこ
とが大切です。
　「パワー・ハラスメント」、「セクシュアル・
ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護
に関するハラスメント」についての相談・
苦情を受け付けています。
　各局・区等に相談員を配置しています
（全庁資料室参照）。 次の相談員に相談
することもできます。
【男性相談員（人事課服務担当課長）】
　m-harassment@city.hiroshima.lg.jp
　504-2049（直通）又は内線 2319
【女性相談員（福利課職員健康管理担当課長）】
　f-harassment@city.hiroshima.lg.jp
　504-2059（直通）又は内線 2370
【男性相談員（人事課長）】
　504-2048（直通）又は2310
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笑顔でヘルシーダイヤル

　専門のカウンセラーによる、なやみ
ごと相談を行っています。家庭の悩み
ごとや職場の人間関係、ハラスメント
など、こころの健康問題について相談
やカウンセリングを行います。
【相談予約】
　月～金曜日
（祝日、お盆及び年末年始を除く。）
　午前 10時～午後 4時 30分
【相談時間】
　午前 10時～午後 8時（1回 50分）
（土日祝日も含む毎日）
【相談方法】
　あらかじめ、相談日時を電話で予約
し、相談場所で面接の方法により行い
ます。電話予約の際は、必ず「広島市の
職員又は家族」で、「なやみごとの相談
の予約」であることを告げてください。
【相談場所】
　中区幟町 3-1 第三山県ビル 5階
　（一社）日本産業カウンセラー協会）

　産業医・保健師が、心と体の健康相
談を行っています。
【産業医】
　504-2679（直通）又は内線 2378
　504-2681（直通）又は内線 2376
　504-2682（直通）又は内線 2368
【保健師】
　504-2062（直通）
　　又は内線 2365・2374・2375
●相談内容によっては面接相談を行い
ます。
●禁煙相談も可能ですので、是非、ご相
談ください。あわせて福利課HP「職
員の禁煙の推進について」もご覧く
ださい。

☎240-2425【直通】 ☎223-7470【直通】

＊○共 …広島市職員共済組合員が利用できます
＊○市 …広島市職員が利用できます

〈プライバシーは守られます〉

〈プライバシーは守られます〉
共
市

共
市

障害者である職員の
合理的配慮についての相談

市

ハラスメントに関する相談 市 健康相談 市

市

　仕事と家庭生活（育児や介護等）との
両立について、相談員（保健師）が相談
をお受けします。
　ご家族からの相談、匿名での相談も
可能です。
【相談方法】　
　電話、e-mail、面談（要予約）でご相
談ください。
【電子メールアドレス（専用）】　
　ryouritsu@city.hiroshima.lg.jp
【相談時間】　
　午前 9時 15分～午後 4時
●相談内容は、原則、相談員以外に伝
わることはありません。（秘密厳守）

仕事と家庭生活の両立
支援相談窓口
☎504-2887【直通】

市

リラクゼーション効果のあるCD
を本庁舎16階健康相談室で貸し出
しています。
まず、電話で在庫の確認と予約を
お願いします。

ヒーリングCD貸出のお知らせ

本庁舎16階健康相談室



17

　「職場の人間関係が上手くいかない」
「家庭の悩み事で仕事に集中できない」
などの悩みについて、相談員が親身に
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き、電話がつながりましたら、「職員共済組
合員」又は「職員共済組合員の被扶養
者」であることを伝え、ご相談ください。
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　下記のフリーダイヤルにおかけいただ
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を伝え、ご相談ください。
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することもできます。
【男性相談員（人事課服務担当課長）】
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　504-2049（直通）又は内線 2319
【女性相談員（福利課職員健康管理担当課長）】
　f-harassment@city.hiroshima.lg.jp
　504-2059（直通）又は内線 2370
【男性相談員（人事課長）】
　504-2048（直通）又は2310
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○共 7 月分コテージ湯の山　
利用抽選

○共 各種給付金締切
○共 貸付金繰上償還申込締切
○共 医療保険　募集申込締切

○福 財形貯蓄 6月分払戻請求
締切

○互 広響定期演奏会　　　
　抽選申込締切

○互 ●互助会グループ保険
 ●総合医療保険
 ●3大疾病保障保険
　　申込締切

○共 5 月分育児・介護休業手
当金支払日

○共 7 月分産前産後休業掛金
免除申出締切

○共 貸付金繰上償還振込期限

○共 6 月分普通・特別貸付　
申込締切

○互 プロ野球観戦　　　　　
抽選申込締切

○互 プロサッカー観戦　　　
抽選申込締切

○共 6 月分普通・特別、5月
分住宅貸付日
○共 8 月分コテージ湯の山　
利用抽選申込期限

○共 7 月分住宅貸付申込締切
○共 6 月分育児・介護休業手
当金請求締切
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配布部数の変更について

コテージ湯の山
(本庁内線2372)

各種給付金
(本庁内線2371〜2373)

 ダイヤルイン 504-2061(庶務係) 
 本庁内線 2362

職　員　共　済　組　合
ダイヤルイン 504-2063(福利係) 

互　助　会

火災共済(加入)
(本庁内線2355・6)

締切 20日
支払 翌月20日

加入申込 随時
　(加入日は翌月1日)

ダイヤルイン 504-2060又は本庁内線2357

福　利　課

締切 15日
支払 末日

締切 15日
翌月給与より

財形払戻
（解約・一部払出）

財形積立
（中断・再開）

月 例 受 付  ※事務局へのご連絡の際には、ダイヤルイン又は本庁内線電話番号をご利用ください。 

　締切・振込日が土・日・休日に重なった場合は変更になります。

全庁フォルダ内のファイルを直接修正で
きない所属においては次の番号へ必要部
数をお知らせください。
　　福利課厚生係 (互助会管理係)
　　082-504-2060 (内線81-2357)
配布部数の変更は毎月10日までにお知ら
せください

抽選申込締切は利用月の前々月末日
利用月の前月5日抽選・決定
抽選日以後、先着順受付

締切 10日
支払 翌月10日

締切 5日
貸付 末日

締切　 20日
貸付　 翌月末日

締切 20日
支払 翌月25日

受付 10日まで
振込 23日まで
一部返済 (1万円単位)

普 通 貸 付
特 別 貸 付

住 宅 貸 付
貸付金借用証

貸　付　金
繰 上 償 還
（一部返済・全額返済）

給　　付
(本庁内線2358)

育児・介護
休業手当金

住　宅　貸　付50万円以上
普通・特別貸付30万円以上 

ダイヤルイン　504-2062(保健医療係)

※　「市立病院機構」職員の財形貯蓄に関する手続きは、

市立病院機構本部事務局経営管理課 ダイヤルイン 569-7816 まで!! 

福利課福職員共済組合共互助会互




